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国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 宿 舎 管 理 規 則 新 旧 対 照 表 
改    正    前 改    正    後 

（前 略） 

 

 

 

 

別表第１ 

別表第２ 

別表第３ 

別表第４ 

 （後 略） 

 

  附 則（令和８年３月総長裁定） 
この規則は、令和８年４月１日から施行す

る。 

 

別表第１  （別 添） 

別表第２ 

別表第３    （同 左） 

別表第４ 

 

 

（略） 
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別表第１（第２条第２項関係） 
一般職俸

給表（一）

一般職俸

給表（二）

専門業務

職俸給表 
教育職俸

給表 
医療職俸

給表（一）

医療職俸

給表（二）

専門職俸

給表（一）

専門職俸

給表（二）

備考 

７級以上 ― ５級以上 ４級以上 ７級以上 ７級 ５級 ７級 （１） 役員、指定

職俸給表の適用

を受ける者 
（２） 教授、准教

授 
（３） 一般職俸給

表（一）の適用を

受ける部長以上

の職 
（４） 首席専門業

務職員 
（５） 薬剤部長 
（６） 副薬剤部

長・看護部長・技

師長のうち、医療

職俸級表（一）又

は（二）の７級以

上の適用を受け

る者 
（７） 専門職俸給

表（一）の５級の

適用を受ける者

又は専門職俸給

表（二）の７級の

適用を受ける者 
３級以上

６級以下 
４級以上 ２級以上

４級以下 
２級及び

３級 
３級以上

６級以下 
３級以上

６級以下 
３級及び

４級 
３級以上

６級以下 
（１） 講師、助教、

助手 
（２） 一般職俸給

表（一）の適用を

受ける課長・室

長・事務長、課長

補佐、専門員・掛

長、専門職員・主

任の職 
（３） 上席専門業

務職員、主任専門

業務職員 
（４） 専門業務職

員のうち、専門業

務職俸給表の２

級以上の適用を

受ける者 
（５） 副薬剤部

長、薬剤主任 
（６） 技師長、主

任技師 
（７） 副疾患栄養

治療部長 
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（８） 療法士長・

主任療法士・主任

栄養士・主任歯科

衛生士・主任歯科

技工士・主任あん

摩マッサージ指

圧師 
（９） 薬剤師のう

ち、医療職俸給表

（一）の３級以上

の適用を受ける

者 
（１０） 看護部

長、副看護部長、

看護師長 
（１１） 専門職俸

給表（一）の適用

を受ける上席リ

サーチ・アドミニ

ストレーター、主

任リサーチ・アド

ミニストレータ

ー（３級の適用を

受 け る 者 に 限

る。）上席イノベ

ーションプロデ

ューサー、主任イ

ノベーションプ

ロデューサー及

び専門職俸給表

（二）の適用を受

ける上席ファン

ドレイザー、主任

ファンドレイザ

ー 
２級以下 ３級以下 １級 １級 ２級以下 ２級以下 ２級以下 ２級以下 （１） 一般職俸給

表（一）の適用を

受けるその他一

般職員 
（２） 専門業務職

員で、上記に掲げ

る者以外 
（３） 薬剤師、検

査技師、看護師等

で、上記に掲げる

者以外 
（４） 専門職俸給

表（一）の適用を

受ける主任リサ

ーチ・アドミニス

トレーター（上記
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に 掲 げ る 者 以

外）、リサーチ・

アドミニストレ

ーター、イノベー

ションプロデュ

ーサー及び専門

職俸給表（二）の

適用を受けるフ

ァンドレイザー 
 
 


